
令和６年３月２１日

山口県警察本部生活安全企画課

架空料金請求詐欺

Ａさんの携帯電話に
○ 動画サイトの料金が未納です。
○ 連絡ください。
旨のメールが届き、Ａさんが電話をすると、
○ 支払いがなければ口座凍結する。
などと言われ、複数回にわたり、コンビニで電子マネー
カードを購入し、合計２４０万円をだましとられました。

副業あっせん名目詐欺

ＢさんがＳＮＳ上で
動画を見るだけで１日数千円～数万円稼げる

と記載された広告を見つけ、実際に動画を見る
などしたところ、現金が支払われたことから、
相手を信用してしまい、指示されるまま現金約
６７０万円を振込んでだましとられました。

～ 被害に遭わないために ～

○ 電子マネーを購入させたり、副業あっせん

を装ってお金を要求するのは詐欺の手口！

○ 少しでも違和感を感じた場合は家族や警察に相談！


